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日 時：  

 14：00～15：00 

会 場：東中田市民センター ２階会議室 

費 用：茶菓代として 50 円 

＊お申込みは不要です。 

当日直接会場へお越し 

ください。 

ソプラノ歌手 田中寿美さんの

オペラアリアや昭和歌謡を 

東歩美さんのすてきなピアノと

ともにお届けします。 

日 時：  

 14：00～15：00 

会 場：東中田市民センター ２階会議室 

出 演：田中 寿美 氏（ソプラノ） 

 東  歩美 氏（ピアノ） 

＊お申込みは不要です。どなたでもお気軽に 

お越しください。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如月 ２月号 

2020年２月1日発行 

東中田市民センターの情報はこちらから： 仙台市東中田市民センター  講座 検索 

検索エンジン等で検索していただくか、右のＱＲコードを読み取りますと当センターのホームページがご覧いただけます。 

※ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

 

 

 

 

日 時：  

 10：30～12：30 

会 場：東中田市民センター２階会議室兼調理実習室 

費 用：無料 

対 象：小学生の親子 

定 員：１２組（先着） 

申 込：受付中（1/27(月)～） 

     市民センター・児童館の窓口まで 

 

東中田市民センター・太白区中央市民センター 
（太白区地域連携ネットワーク）共催事業 

タッピングタッチ（指先でトントンと軽くたたく

マッサージ）やハンドマッサージで癒されて、楽

しいおしゃべりのひとときを過ごしませんか？ 

【東中田児童館からのお知らせ】 

 
東中田児童館・子育て支援クラブ共催事業 

日 時： 

10：30～11：30 

場 所：東中田市民センター 

 図書室 

対 象：成人 10 人(先着) 

費 用：３０0 円（材料費として） 

     当日ご持参ください。 

申 込：2/3(月)～2/17(月) 

     直接来館し、児童館へ 

     お申込みください。 

 

 

東中田市民センター・東中田児童館共催事業 

市民センターの敷地で育てたトマトを使って 

おいしいトマトソースパスタを作ります 

 もっと 
野菜を 
食べよう 

入場 

無料 

お申込みのためにお預かりした個人情報は講座の目的以外には使用いたしません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

資源回収庫のご利用案内 

【利用時間】市民センター開館日 

９：００～１６：３０ 

※利用時間外、市民センターの休館日は 

ご利用できません。 

(休館日：月曜日、祝日の翌日) 

【回収品目】新聞(折り込みチラシ含む) 

段ボール、紙パック 

雑誌・雑紙・布類  

※このマークの紙類は全て回収できます⇒ 

  
■上記のことについての問い合わせは・・・ 

仙台市環境局ごみ減量推進課 

          電話（022）214-8229 

 

市民センターからお知らせ 

☆２月の休館日 
3 日、10 日、12 日(水)、17 日、25 日(火) 

(休館日：月曜日、祝日の翌日) 

☆市民センター内図書室より 
貸出日：5 日、12 日、19 日、26 日（各水曜日） 

10:30～12:30、14:00～16:00 

☆移動図書館巡回日 
7 日、21 日（各金曜日）14:00～14:30 

☆センターに忘れ物はありませんか？ 

ご案内の上、一定期間を過ぎたものは処分させて 

いただきます。 

※ この紙は雑紙としてリサイクルできます 

 

 

 

 

 

 

 

手続きに必要な書類等 

新規申込 継続申込 

町内会 
町内会 
以 外 

10 割減免 
（2～5 項の 

 団体除く） 

5 割 
減免 

① 仙台市市民センター使用料減免登録申込書 

※用紙は当センターで用意しております 
○ ○ ○ ○ 

② 会則 － ○ － ○ 

③ 事業計画書 ※直近のもの － ○ － ○ 

④ 名簿 ※氏名・住所が記載されている最新のもの － ○ － ○ 

⑤ 減免登録証の写し － － ○ ○ 

⑥ 利用者カード 
※市民利用施設予約システムの利用登録をしている場合 

○ ○ ○ ○ 

 

 

減免登録を希望する団体・サークルの皆さまは、以下の②～⑥の書類等をご準備のうえ 

手続きをお願いいたします。詳しくは窓口へお問合わせください。 

※上記以外に収支予算・決算書の提出を求める場合があります 

減免登録証の減免区分が２～５項に該当する 10割減免団体は継続申請不要です 

地域で活動する減免団体が、市民センター各室を優先的に申込みできる取り扱いを行っています。 

優先申込を行うためには、地域利用団体登録届出書の提出が必要です（届出書には、原則として名簿を

添付してください）。詳しくは窓口へお問い合わせください。 

◆次の全ての条件に該当する団体が対象となります。 

①当市民センターに使用料減免登録申込書を提出し、減免承認を受けている団体 

②対象となる市民センターの中学校区内（隣接する中学校区内を含む）に住所を有する会員が 

全会員の３分の２以上である団体。 

（東中田市民センターの場合、袋原中・中田中・郡山中・六郷中学校区） 

※令和２年度の使用料減免登録申込みと合わせて、当市民センターにお申込ください。 

なお、６月使用分の優先申込予定がある方は、優先申込受付前に申請をお願いします。 


